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Ⅲ　第２次行財政構造改革推進大綱の考え方

１ ． 第 ２ 次行 財 政 構造 改 革推 進 大綱 の 方向 性

　 第 ２ 次 行 財 政 構 造 改 革 推 進 大 綱 （ 第 ２ 次 大 綱 ） は 、 こ れ ま で の 取 り 組 み 結

果 と 、 策 定 か ら ２ 年 間 に お け る 国 や 地 方 、 千 代 田 区 を 取 り 巻 く 状 況 の 変 化 を

踏 ま え て 、 大 綱 の 取 り 組 み を 更 に 発 展 ・ 充 実 さ せ て い く 。

　 　 こ れ ま で の 取 り 組 み の 見 直 し ・ 改 善

　 具 体 的 な 取 り 組 み 事 項 の う ち 、 目 標 を 未 達 成 だ っ た り 、 達 成 し て も 拡 充 の

必 要 が あ る も の は 、 引 き 続 き 第 ２ 次 大 綱 で も 取 り 組 ん で い く 。 た だ し 一 部 の

取 り 組 み に つ い て は 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 や 効 果 等 を 検 討 し 、 他 の 取 り 組 み と

の 統 合 や 、 取 り 組 み そ の も の の 見 直 し を 行 っ た 。

　 　 取 り 組 み の 成 果 で 見 た よ う に 、 強 固 な 財 政 基 盤 を 確 立 に す る た め 、 人 件 費

の 削 減 や そ れ を 可 能 と す る 業 務 委 託 や 施 設 運 営 の 効 率 化 が 果 た す 役 割 は 大

き く 、 今 後 も 着 実 に 行 っ て い く 必 要 が あ る 。 ま た 、 事 務 事 業 の 見 直 し や 民 間

開 放 の 推 進 に よ り 、 効 率 的 ・ 効 果 的 な 事 業 実 施 を 確 保 す る と と も に 、 そ れ に

よ っ て 得 ら れ た 財 源 を 新 規 事 業 や 事 業 の レ ベ ル ア ッ プ の 形 で 区 民 に 還 元 す

る こ と も 必 要 で あ る 。

　 　 職 員 の 意 識 改 革 の 推 進 と 政 策 能 力 の 向 上

　 　 モ チ ベ ー シ ョ ン が 高 く 自 主 性 の あ る 組 織 と す る た め 導 入 し た 事 業 部 制 を 手

段 と し て 、 職 員 の 意 識 改 革 の 推 進 と 組 織 の 政 策 能 力 の 向 上 を 図 っ て い く こ と

が 必 要 で あ る 。 ま た 、 各 組 織 に お い て 限 ら れ た 人 材 が 持 て る 力 を 最 大 限 発 揮

で き る よ う 、 職 員 一 人 ひ と り の 能 力 開 発 ・ 能 力 評 価 の 推 進 が 不 可 欠 で あ る 。

　 　 区 民 満 足 度 の 向 上 の 仕 組 み

　 　 区 民 満 足 度 の 向 上 を 仕 組 み と し て 定 着 さ せ る た め 、 施 策 全 般 に わ た り 企 画

立 案 か ら 事 業 執 行 、 検 証 ・ 評 価 、 見 直 し を 行 う Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル を 確 立 ・ 浸

透 す る こ と と 、 行 政 評 価 や サ ー ビ ス の 第 三 者 評 価 に よ る 成 果 評 価 を 踏 ま え 、

施 策 や 事 業 の 見 直 し と 予 算 へ の フ ィ ー ド バ ッ ク を 確 実 に 行 っ て い く こ と が 不

可 欠 で あ る 。

　 　 経 営 的 視 点 を 導 入 し た 行 財 政 運 営

区 民 が 求 め る サ ー ビ ス は 多 様 化 ・ 高 度 化 し て お り 、 質 の 高 い 行 政 サ ー ビ ス

を で き る だ け 低 コ ス ト で 提 供 す る た め 、 民 間 に お け る 経 営 理 念 や 手 法 を 活 用

し た 行 財 政 運 営 が 重 要 に な っ て く る 。

こ れ ま で 民 営 化 ・ 委 託 化 し て い る 状 況 を 踏 ま え つ つ 、 サ ー ビ ス を 経 営 的 視

点 で 見 直 し 、 必 要 に 応 じ て 市 場 化 テ ス ト の よ う な 手 法 で サ ー ビ ス の 質 と 経 費
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の 比 較 検 討 を 行 う 。 こ の こ と に よ り 、 従 来 の よ う な 規 制 と 手 続 き 重 視 の 画 一

的 な 行 政 サ ー ビ ス か ら 、 事 業 の 効 率 性 ・ 創 造 性 を 向 上 さ せ 、 区 民 ニ ー ズ に 柔

軟 に 対 応 で き る サ ー ビ ス 提 供 に 発 展 さ せ て い く 。

　 協 働 の 推 進

　 　 千 代 田 区 を 構 成 す る の は 、 住 み 、 働 き 、 学 び 、 集 う １ ０ ０ 万 人 の 人 々 と 企

業 で あ る 。 在 住 者 は も ち ろ ん の こ と 、 昼 間 区 民 や 企 業 を 対 象 と し た 行 財 政 運

営 を 行 い 、 こ れ ら の 人 々 を 活 力 と し 、 と も に ま ち づ く り に 取 り 組 ん で い か な

け れ ば な ら な い 。

　 従 っ て と も に 地 域 経 営 を 担 っ て い く 、 協 働 社 会 に 相 応 し い 自 治 を 進 め て い

く た め 、 情 報 の 共 有 化 を 図 り 、 区 民 の 区 政 参 画 や 協 働 の 取 り 組 み を 促 進 し て

い く 必 要 が あ る 。

　 以 上 の よ う な 考 え 方 か ら 、 第 ２ 次 大 綱 に お い て は 、 相 互 に 関 連 す る ５ つ の

基 本 課 題 を 設 定 し 、 区 民 満 足 度 の 高 い 区 政 運 営 の 確 立 を 目 指 し て い く 。

　 ＜ ５ つ の 基 本 課 題 ＞

　 １ ． 内 部 努 力 の 徹 底 、 職 員 の や る 気 に 応 え る し く み づ く り

　 ２ ． 経 営 的 視 点 を 導 入 し た 行 財 政 運 営 の 確 立

　 ３ ． 区 民 の 満 足 度 と 成 果 を 重 視 す る 区 政 へ の 転 換

　 ４ ． 財 政 の 健 全 化

　 ５ ． と も に 担 う 地 域 経 営

２ ． 第 ２ 次大 綱 の 役割 と 計画 期 間

（ １ ） 第 ２ 次 大 綱 の 役 割

　 第 ２ 次 大 綱 は 、 大 綱 と 同 様 、 区 政 経 営 の 基 本 的 な 方 針 で あ る と と も に 、 第

三 次 長 期 総 合 計 画 、 推 進 プ ロ グ ラ ム の 円 滑 な 推 進 を 支 え 、 ま た 「 千 代 田 区 行

財 政 改 革 に 関 す る 条 例 」 に 定 め る 数 値 目 標 の 達 成 に 向 け て の 推 進 計 画 と い う

３ つ の 側 面 を 併 せ 持 つ も の で あ る 。 ま た 、 第 ２ 次 大 綱 で は 、 各 年 度 に お け る

取 り 組 み に つ い て ア ク シ ョ ン ・ プ ラ ン （ 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル ） を 作 成す る 。

（ ２ ） 計 画 期 間

　 第 ２ 次 大 綱 は 、 平 成 １ ７ 年 度 を 初 年 度 と し 、 平 成 ２ １ 年 度 を 目 標 年 度 と す

る ５ か 年 計 画 と す る 。
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３ ． 主 要 な成 果 指 標の 設 定と 予 想さ れ る財 政 効 果

（ １ ）「 強 い 財 政 を 目 指 す 目 標 」（ 条 例 に よ る 目 標 ）

　 新 た な 区 民 ニ ー ズ に 対 応 し て 、 将 来 に わ た っ て 質 の 高 い 行 政 サ ー ビ ス を 継

続 的 か つ 安 定 的 に 提 供 で き る 「 強 い 財 政 」 を 目 指 す 目 標 は 、 次 の と お り で あ

る 。

●成果指標の目標

「強い財政」を目指す目標（条例による目標）

財政指標 目標

経常収支比率 ８５％程度

人件費比率 ２５％程度

（ ２ ） 職 員 数 削 減 の 目 標

　 　 職 員 数 の 削 減 に 向 け た 目 標 は 次 の と お り で あ る 。

●職員数削減の目標

削減目標数 (平成１７年度～２１年度 ) 　　２４０人

職員数（平成１６年４月１日現在） １，２０７人

（ ３ ） 予 想 さ れ る 財 政 効 果

　行 財 政 構 造 改 革 の 取 り 組 み の 結 果 、 予 想 さ れ る 財 政 効 果 （ 削 減 効 果 ） は 次 の

と お り で あ る 。

●予想される財政効果（平成１７年度～２１年度）   　　　　　　※単位は百万円

区分 金額

総人件費の削減　（Ａ） ▲５，９４７

経営的視点を導入した行財政運営の確立　（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） ▲３１１

民営方式の導入　（Ｂ） （▲８８２）

民間委託の推進　（Ｃ＋Ｄ） （５７１）

指定管理者制度の導入　（Ｃ） （▲２８３）

（
内
訳
） （内 訳 ）

委託化の推進　（Ｄ） （８５４）

合計　（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） ▲６，２５８

＊効果額は、平成１７年度から見た平成２１年度までの後年度負担を含む累計である

＊ 民間委託の推進により削減される人件費は、総人件費の削減に算入しているため、ここ

には「指定管理者制度の導入（Ｃ）」による削減額と「委託化の推進（Ｄ）」による委託費の

純増額のみを計上した

＊区有財産の有効活用による財政効果額は含まれていない。




